
 

 

 

 

おいでんでんの節電チャレンジ！ 
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利用規約 

 

2022 年 12 月 31 日実施 

 

 

 

 

 

おいでんエネルギー株式会社 

 



 

〜経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の「節電プログラム参加特典」に該当するプ

ログラム〜 

本要項は、国が行う補助金事業に基づき、おいでんエネルギー（以下、「当社」といいます。）

が主催する「エントリーで！「2,000 円分のおいでんギフト券がもらえる節電プログラム」 

「目標達成で 1,000 円分のおいでんギフト券がもらえる節電プログラム」、「チャレンジ達

成で－１kWhあたり１円を電気料金よりお値引き」（以下、「本プログラム」といいます。）」

の取扱いを定めたものです。 

 

1.本プログラムの概要 

 

本プログラムは、経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の補助金事業に基づき行うも

のであり、経済産業省が助成するポイントを当社が参加者に付与するものです。 

 

2.対象となる期間 

 

2023 年 1 月分（2022 年 12 月検針日から 2023 年 1 月検針日の前日まで）、2023 年 2 月分

（2023 年 1 月検針日から 2023 年 2 月検針日の前日まで）および 2023 年 3 月分（2023 年

2 月検針日から 2023 年 3 月検針日の前日まで）の電気のご使用期間を対象といたします。

また、本プロジェクトの参加お申し込みは 2022 年 11 月 10 日（木）から 2023 年 1 月 31

日（火）までとします。 

 

3.定義 

 

(1) 

電気需給約款および各電気料金メニュー定義書に定義される言葉は、本要項においても同

様の意味で使用します。 

 

 

4.適用条件等 

 

当社は、以下の条件を満たした場合に、お客さまにおいて「おいでんでんの節電チャレン

ジ！」に web にてエントリー(申込)することにより本プログラムを適用します。ただし、

当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

 



(1) 

個人情報を経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の事務局に提供すること等に同意し

ていただくこと。 

<同意事項> 

・需給契約に係る全ての個人情報（需給契約名義、住所、電話番号、契約番号、供給地点特

定番号等）を経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の事務業務に必要な範囲で電気利

用効率化促進対策事務局へ提供すること。 

・不正に特典を取得した可能性があると電気利用効率化促進対策事務局が判断した場合に、

本プログラムの主催者である当社を通じて参加状況等の確認依頼に速やかに応じること。 

・不正に特典を取得したことが発覚した場合、当社から特典相当額の返還要請を受けた場合

に速やかに返還に応じること。 

 

(2) 

特典付与時点まで、継続して当社の電気をご利用いただいていること。 

 

(3) 

過去、おいでんエネルギーの電気料金お支払いについて 2カ月以上の滞納が無いこと。 

 

(4) 

併せて、今冬に開催する「おいでんでんの節電チャレンジ！2023 年 1 月〜3 月」にご参加

いただけること。 

 

(5) 

過去、経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の補助金事業を通じて 2,000 円相当の特

典をもらったことがないこと。※「電気利用効率化促進対策事業」を通じての特典付与は 1

回限りとなります。引っ越した場合や小売電気事業者等を変えた場合など、複数の小売事業

者等を通じて、重複でお申し込みをされた場合、特典付与の対象外となります。 

 

5.特典付与の対象 

 

当社は、「おいでんのでんき」電気料金メニューに係る需給契約の低圧５０kw 未満かつ契約

容量 30A 以上」「供給地点 1カ所につき 1 口」に対し本要項「６．特典内容」で定める特典

を付与します。ただし、この要件を満たさない場合でも、当社が特典付与の対象とすること

が適当と認めたときには、特典を付与することがあります。 

 

 



6.特典内容 

 

お申込みされた方に、2,000 円分のおいでんギフト券を 1 回のみ付与いたします。目標達

成された方（前年度月使用量より－３％だった場合）1,000 円分のおいでんギフト券を付与

いたします。チャレンジ達成された方（前年度月使用量より－１kWh あたり１円）電気料

金よりお値引きいたします。なお、当社に複数の需要場所を登録している場合、特典を合算

して付与することがあります。 

 

7.目標計算方法 

・前年度あり 

前年度月使用量÷前年度月検針区間日数×本年度検針区間日数×0.97＝目標 

 

・前年度なし 

おいでんエネルギーご使用者様の前年度月容量別平均使用量×0.97＝目標 

 

 

8.特典送付時期 

 

本要項「２．適用期間」に定める期間に web よりエントリー(申込)いただいた需要家に対

し、本要項「４．適用条件等」に定める条件に該当する対象を選定し、2023 年 4 月末日ま

でを目途に本要項「特典内容」に定める特典を送付します。特典付与の周知については、送

付をもってかえさせていただきます。なお、当社が特典の付与手続きを開始した時点で本要

項「４．適用条件等」に定める条件を満たさない場合、その他国が行う「電気利用効率化促

進対策事業」の補助金交付対象外と判断された場合は、特典付与の対象外とさせていただき

ます。 

 

 

9.おいでんギフト券使用方法 

 

・豊田市内で「おいでんのでんき」を使用している【地域サポーター】の店舗でご使用いた

だけます。（一部取扱いのできない店舗もございます。） 

詳しくは、ギフト券裏又は当社ホームページをご参照ください。 

 

・電気代としてご使用 

当社ホームページにて申し込み。 

お値引きは、翌月もしくは翌々月になります。 



お値引きの確認は、請求書又はマイページにてご確認ください。 

※おいでんギフト券の注意事項 

・電気代としてご使用したギフト券は地域サポーターの店舗でのご使用はできません。 

・不正な利用が判明した場合には、当社の管理に基づき厳正に対処します。原則として、本

プログラムへの参加申し込みをされた電気のご契約者様に対し不正に利用された額の請

求をいたします。 

・使用後は切り離してください。 

 

10.注意事項 

 

(1) 

本プログラムの参加取消については原則受け付けません。 

 

(2) 

本プログラムは予告なく変更または終了する場合がございます。 

 

(3) 

当社は、本プログラムに関連して、当社が賠償の責めを負う場合であっても、当社が賠償す

る損害の範囲は、当社に故意または重大な過失がある場合を除いて、逸失利益を除く通常か

つ現実の損害に限るものといたします。 

 

 

 

以上 


